
平成７年以降，刑法犯認知件数は増加を続けており，１２年には２４４万３，４７０件と，前年に比

べ２７万７，８４４件（１２．８％）増加し，戦後最高を記録している。特に，強盗，ピッキング用具

を使用した侵入盗，傷害，暴行等の増加が目立っており，犯罪情勢は深刻化している。

このような情勢に的確に対応するため，警察では，捜査体制の充実，捜査官の育成，科学

捜査力の強化等の諸施策を講じ，国民の期待にこたえる捜査を遂行していくこととしてい

る。

１ 平成１２年の犯罪の特徴

（１） 重要凶悪事件

ア 社会の耳目を集める事件の発生

平成１２年には，少年による高速バス乗っ取り事件が発生し，国民に大きな衝撃を与えた（第

１章第２節（２）イ（ア）参照）。また，悪質かつ計画的な身の代金目的誘拐事件が多発し

たほか，営団地下鉄列車脱線衝突事故事件や，乳製品による被害者多数の食中毒事件等大規

模な業務上過失事件が発生した。

［事例１］１２年４月，無職の男（３７）は，自営業の男（５５）と共謀の上，下校途中の小学

生男児をむりやり車両内に押し込んで略取し，同男児の父親に対して金員を要求する電

話をし，現金７９０万円を指定する口座に振り込ませて交付させた。同月，無職の男ら２人

を身の代金拐取罪等で検挙した（神奈川）。

［事例２］１２年３月，営団地下鉄日比谷線中目黒駅付近において死者５名，負傷者４０名を

伴う，営団地下鉄列車脱線衝突事故が発生した。１３年３月，営団幹部等５名を業務上過

失致死傷及び業務上過失往来危険罪で検挙した（警視庁）。

イ 増加する路上犯罪

（ア） 路上強盗の増加

強盗の認知件数の増加が続いており，１２年は５，１７３件と，戦後最低の認知件数であった元

年の１，５８６件の約３．３倍となっている（図３－１）。

特に，路上強盗の増加が目立っており，１２年中の認知件数は２，０７０件と，前年に比べ５７５件

（３８．５％）増加している。

一方，１２年の路上強盗の検挙件数は９３０件，検挙人員は１，６４５人であったが，うち，少年の

検挙人員は１，１２２人で，検挙人員の６８．２％を占めている（図３－２）。
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図３－１ 強盗の認知・検挙状況（平成元～１２年）

図３－２ 路上強盗の認知・検挙状況（平成元～１２年）
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（イ） ひったくりの増加

１２年のひったくりの認知件数は４万６，０６４件と，元年の約４．５倍となっている。被害者の

９３．１％が女性で，被害者の年齢構成は，５０歳代が最も多く，次いで２０歳代，６０歳代の順とな

っている。

一方，１２年の検挙件数は１万４，７９６件，検挙人員は３，０７２人で，そのうち少年の検挙人員は

２，１７９人と，検挙人員の７０．９％を占めている（図３－３）。

（２） 増加する窃盗犯

窃盗犯は刑法犯の認知件数の８７．２％（平成１２年）を占め，国民にとって最も身近な犯罪で

ある。１２年の窃盗犯の認知件数は２１３万１，１６４件で，前年に比べ２２万７７１件（１１．６％）増加し

ている（図３－４，図３－５）。

ア 特定重要窃盗犯

ピッキング用具を使用した侵入盗，組織的に敢行される自動車盗，少年等によるひったく

りが増加しており，これらの中には，強盗等の凶悪犯に転じるおそれのあるものや組織的に

敢行されているものが多い。

ピッキング用具を使用した侵入盗については，１２年に全国で２万９，２１１件を認知しており，

都市部での発生が目立っている（図３－６）。また，自動車盗の認知件数は，ほぼ横ばいで

あったが，９年以降増加し，１２年の認知件数は５万６，２０５件と，前年に比べ１万３，１１３件

図３－３ ひったくりの認知・検挙状況（平成元～１２年）
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（３０．４％）増加している。キーを付けたままにしていなくても自動車盗の被害に遭う事案が

増えており，また，高級車の被害も目立ち，組織的に高級車を窃取し海外に密輸する事案や，

暴力団が関与する事案が検挙されている（図３－７）。なお，ひったくりについては，（１）

イ（イ）参照。

このため，警察では，これらのピッキング用具を使用した侵入盗，組織的に敢行される自

図３－４ 窃盗犯の認知件数の推移（平成３～１２年）

図３－５ 平成１２年の窃盗犯認知件数の内訳
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動車盗，少年等によるひったくりの三類型を特定重要窃盗犯として位置付け，捜査，防犯両

面から諸対策を推進している。

［事例］ 中国人の男（２７）らは，窃盗グループを組織し，１０年１月以降，主に駅周辺の中

高層マンションを対象にピッキング用具を使用して空き巣ねらい事件等を連続的に敢行

した。１２年５月までに，１都３県下において空き巣ねらい事件等２５８件，被害総額１億２，０００

万円相当の犯行を確認し，４人を窃盗罪等で検挙した（埼玉）。

イ 組織窃盗事件

多数の被疑者が首領の指揮の下，下見，窃取，盗品の運搬，処分等の役割を分担して行う

組織窃盗による被害が深刻化している。例えば，窃盗の検挙件数に占める共犯ありの割合は

図３－６ 都市部におけるピッキング用具を使用した侵入盗の認知件数（平成１１，１２年）

図３－７ 自動車盗の認知件数の推移（平成３～１２年）
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表３－１のとおりであり，来日外国人や暴力団構成員，準構成員による共犯事件の割合の高

さが目立っている。

このため，警察では，９年以降，全国の警察本部に組織窃盗対策官，組織窃盗捜査班を設

置して専従体制を整備するとともに，警察庁組織窃盗事件登録制度を設け，窃盗組織の実態

解明を行い，組織中枢に至る検挙に努めている。警察庁登録組織窃盗事件として，９年以降，１２

年末までに９４５人を検挙しており，その被害総額は２４３億１，４０９万円相当に及んでいる。

［事例］ 中国人の男（３０）らは，窃盗グループを組織して，１１年１月ころから関東地方を

中心に会社事務所等を対象とした事務所荒し，金庫破り事件及び調剤薬局を対象とした

出店荒し事件を敢行し，窃取した手形・株券等の有価証券を暴力団幹部等を通じて売却

し，また医薬品を日本人ブローカーを通じて売却していた。１２年７月までに，１都４管

区８県下における金庫破り事件２３５件，被害総額約５億８，０００万円相当の犯行を確認し，

表３－１ 窃盗事件の共犯率の推移（平成３～１２年）

年次
区分 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

全窃盗犯（％） １３．９ １４．８ １４．６ １３．９ １４．４ １５．２ １６．０ １４．９ １６．６ １９．１

来日外国人 ２０．４ １２．７ ２７．９ ３４．１ ３６．１ ５３．９ ６３．０ ４６．６ ４９．６ ５３．３

暴力団事件 １６．３ ２７．０ ２３．５ ２３．２ １９．２ ２５．４ ２７．７ ２７．０ ３３．１ ３７．７

注：１ 解決事件を除く。
２ 暴力団事件とは，暴力団構成員及び準構成員による事件をいう。

図３－８ 粗暴犯の認知・検挙状況（平成元～１２年）

－１１５－



0 0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

50

100

150

200

250

300
（万件）� （件）�

21 25 30 35 40 45 50 55 平元� 5 10 12昭� 年�

犯罪率�認知件数�

注：　犯罪率とは，人口10万人当たりの認知件数をいう。�

認
知
件
数�

犯
罪
率�

60

関連被疑者２３人を窃盗罪等で検挙した（警察庁登録組織窃盗第２８号事件）（警視庁，群馬，

埼玉）。

（３） 増加する粗暴犯

粗暴犯の認知件数は，近年増加傾向にあったが，平成１２年は，前年に比べ２万５９６件

（４７．０％）増加と著しく増加し，６万４，４１８件となった。これは，粗暴犯の大部分を占める

傷害，恐喝，暴行の増加による。

認知の増加とともに検挙も増加し，１２年の粗暴犯の検挙件数及び検挙人員は，前年に比べ

それぞれ１万７２３件（３７．６％），１万２，５４５人（３３．１％）増加し，３万９，２１１件，５万４１９人と

なっている（図３－８）。

２ 犯罪情勢及び捜査活動の現況

（１）全刑法犯の認知及び検挙の状況

ア 認知状況

平成１２年の刑法犯認知件数（注）は２４４万３，４７０件で，前年に比べ２７万７，８４４件（１２．８％）

増加している（図３－９）。

１２年の刑法犯認知件数の包括罪種別構成比をみると，窃盗犯が２１３万１，１６４件で，全体の

８７．２％を占めている。

（注） 罪種別認知件数は，資料編統計３－３参照。

図３－９ 刑法犯認知件数と犯罪率の推移（昭和２１～平成１２年）
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イ 検挙状況

１２年の刑法犯検挙件数は５７万６，７７１件で，前年に比べ１５万４，５１３件（２１．１％）減少し，検挙

人員は３０万９，６４９人で，５，７０６人（１．８％）減少している（図３－１０）。

（２） 重要犯罪及び重要窃盗犯の認知及び検挙の状況

警察では，刑法犯のうち個人の生命，身体及び財産を侵害する度合いが高く，国民の脅威

となっている重要犯罪，重要窃盗犯の検挙に重点を置いた捜査活動を行っている。

ア 重要犯罪の認知及び検挙の状況
かん

１２年の重要犯罪（殺人，強盗，放火，強姦の凶悪犯に略取・誘拐・強制わいせつを加えた

ものをいう。）の認知件数は１万８，２８１件で，前年に比べ３，５９９件（２４．５％）増加している。

また，検挙件数は１万１，０４９件で，前年に比べ５５８件（５．３％）の増加，検挙人員は９，９５４人で，

前年に比べ６４７人（７．０％）の増加となっている。

イ 重要窃盗犯の認知及び検挙の状況

１２年の重要窃盗犯（侵入盗，自動車盗，ひったくり，すりをいう。）の認知件数は４２万３，２８１

件で，前年に比べ５万６，１０７件（１５．３％）増加している。また，検挙件数は１４万３５１件で，前

年に比べ５万６，６６０件（２８．８％）の減少，検挙人員は２万２，１２６件で，前年に比べ２，４０７人

（９．８％）の減少となっている。

（３） 組織的犯罪処罰法等の運用状況

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下「組織的犯罪処罰法」とい

う。）は，平成１２年２月に施行され，１２月末までに刑の加重規定（第３条第１項等）を６件

に適用するとともに，犯罪収益等隠匿（第１０条第１項）を３件検挙している（第４章２（２）

参照）。また，起訴前における没収保全命令が警察の請求により３件発出されている。

一方，犯罪捜査のための通信傍受に関する法律は，１２年８月に施行されたが，同年中には，

傍受令状の請求，通信傍受の実施等はなかった。

図３－１０ 刑法犯検挙件数，検挙人員の推移（昭和２１～平成１２年）
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（４） 政治・行政とカネをめぐる不正事案

平成１２年には，元建設大臣や中央省庁幹部職員による汚職事件等が相次いで顕在化する一

方で，買収等の選挙違反も依然としてみられ，政治・行政とカネをめぐる構造的不正の追及

を求める国民の声の高まりはとどまることがない。警察では，捜査体制の整備を図るととも

に，専門的知識・技能を有する捜査員の育成強化に努め，こうした不正事案の摘発を推進し

ている。

ア 贈収賄事件

平成１２年の贈収賄事件の検挙件数は６４件，検挙人員は１８７人で，検挙状況は図３－１１のと

おりである。検挙人員のうち，首長，地方議会議員の検挙人員は，それぞれ１１人，１８人とな

っており，引き続き高い水準で推移している。

［事例］ 農林水産省課長補佐（４７）は，同省の補助事業に関し，有利便宜な取り計らいを

受けたことに対する謝礼及び将来にわたり同様の便宜を図ってほしい趣旨で供与される

ものであることを知りながら，９年２月中旬ころ，農協組合長（７０）から現金５０万円を

収受した。１２年３月，収賄罪で検挙した。また，農林水産省調査官（４４）は，自己が飲

食店に支払うべき代金合計約２９０万円を９年７月ころから１１年１０月ころまでの間，前後３０

数回にわたり，同組合長らから代払いを受けた。１２年３月，収賄罪で検挙した（警視庁，

香川，北海道）。

イ 談合・競売入札妨害事件

１２年中の談合及び競売入札妨害事件の検挙件数は２０件，検挙人員は１２６人である。

図３－１１ 贈収賄事件検挙件数，検挙人員の推移（平成３～１２年）
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［事例］ 大阪府議会議員（５９）は，府発注の公共工事の指名競争入札に関し，特定の建設

業者に落札させることを企て，１１年６月ころ，府職員から予定価格を聞き出して同社に

内報し，よって同社に同工事を落札させ，偽計を用いて公の入札の公正を害した。１２年

１１月，競売入札妨害罪で検挙した。その後，同議員が本件に関して賄賂を収受したこと

が判明したため，１２月，あっせん収賄罪で検挙した（大阪）。

ウ 選挙違反の取締り

（ア） 第４２回衆議院議員総選挙違反取締り状況

第４２回衆議院議員総選挙（６月２５日投票）における公職選挙法違反事件の検挙状況（投票

日後９０日現在）は，件数が５５２件，人員が１，３７５人（うち被逮捕者２１０人）で，前回に比べ，

件数で３３４件（３７．７％），人員で３３８人（うち被逮捕者７７人）（１９．７％（２６．８％））それぞれ減少

している。

罪種別にみると，買収事件の検挙件数が３９０件，検挙人員が１，１３３人で，全検挙に占める割

合は，検挙件数で７０．７％，検挙人員で８２．４％と最も高くなっている。また，その他の罪種と

しては，特定の寄附の禁止違反事件，公務員の地位利用事件等が検挙されている（表３－２）。

［事例］ 選挙運動員（５１）らは，共謀の上，国と公共工事の請負契約を締結している建設

業者１０数社の代表取締役らから候補者の選挙運動に充てるための資金として現金合計数

百万円の寄附を受けた。７月，公職選挙法違反（特定の寄附の禁止）で検挙した（北海

道）。

（イ） 国政補欠選挙及び一般地方選挙における違反取締り状況

１２年には，衆議院議員総選挙以外の国政補欠選挙及び一般地方選挙の違反取締りにおい

て，首長，各種議会議員等を検挙している。

［事例］ 長野県の土木部幹部（５７）らは，共謀の上，部下職員に対し，その職務上の地位

表３－２ 衆議院議員総選挙における罪種別検挙状況の比較

選挙

罪種

第 ４２ 回 第 ４１ 回

件数
（件）

人員
（人） 件数 人員う ち

被逮捕者
う ち
被逮捕者

買 収 ３９０ １，１３３ １６９ ７５７ １，５３１ ２５８

自 由 妨 害 ３６ ２８ １７ ５５ ２０ １８

戸 別 訪 問 ２２ ６０ ８ ５７

文 書 ３４ ８９ ３ ２４ ６５

そ の 他 ７０ ６５ ２１ ４２ ４０ １１

合 計 ５５２ １，３７５ ２１０ ８８６ １，７１３ ２８７

注： いずれも選挙期日後９０日現在の検挙状況である。
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注：　（　）内は，暴力団，暴力団構成員，準構成員，総会屋及び社会運動�
　　等標ぼうゴロに係る金融・不良債権関連事犯の件数を内数で示す。�
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を利用して，候補者への投票，投票取りまとめ等の選挙運動を依頼した。１０月，公職選

挙法違反（公務員の地位利用）で検挙した（長野）。

（５） 金融・不良債権関連事犯を始めとする企業犯罪

ア 金融・不良債権関連事犯

平成１２年の金融・不良債権関連事犯の検挙件数は，２１６件（１１７件（注））で，前年に比べ１８

件（１５件）増加した。その内訳をみると，融資過程における詐欺，背任事件等が２８件（１９件），

債権回収過程において民事執行を妨害するなどした競売入札妨害，公正証書原本不実記載事

件等が１１７件（９８件），その他の金融機関役職員による詐欺，背任事件等が７１件となっている

（図３－１２）。

（注） （ ）内は，暴力団，暴力団構成員，準構成員，総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロに係る金融・不良債権関連

事犯の件数を示す。

［事例］ 信用組合理事長（７２）らは，共謀の上，自己及び融資先である不動産業者の利益

を図る目的をもって，同組合から融資先に対する総額３００億円以上に上る貸付が大幅な担

保不足を生じ，その貸付金の回収が危ぶまれており，追加融資をすれば，その回収が困

難になることを認識しながら，十分な担保を徴することなく，７年４月から同年１０月ま

での間，合計約９億円の貸付を実行し，同組合に対し，同額の財産上の損害を与えた。

１２年３月，背任罪で検挙した（和歌山）。

イ 企業犯罪

図３－１２ 金融・不良債権関連事犯の検挙状況（平成７～１２年）
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バブル経済崩壊後，多くの企業が経営破綻に至ったが，破綻に至る過程又は破綻処理の過

程における企業経営陣による経済取引の健全性・公正性を大きく害する不正事犯が顕在化し

た。これらの企業を舞台にした犯罪は，多くの国民に多額の金銭的被害をもたらすだけでな

く，経済・社会に与える影響も甚大であることから，摘発を推進している。

［事例］ 検査機器メーカー役員（６０）らは，共謀の上，同社の９年６月１日から１０年５月

３１日までの事業年度の決算を行うに当たり，配当可能利益は皆無であったにもかかわら

ず，架空売上を計上するなどの方法により，当期利益を水増しして計上し，株主に対し

利益配当を行う旨の利益処分案を作成して定時株主総会に提出し承認させ，配当金合計

約７，０００万円を支払い，もって違法な利益配当を行った。５月，商法違反（違反配当）で

検挙した（神奈川）。

（６） 告訴・告発の取扱いの状況

告訴・告発に係る相談件数が大幅に増加し，それに伴って告訴・告発受理件数も増加して

おり，平成１２年の受理件数は３，４４９件で，前年に比べ１，０７７件（４５．４％）の増加となっている。

このような告訴・告発を取り巻く現状を踏まえ，告訴・告発の取扱いの適正化と迅速的確

な捜査の推進を図るべく，警察庁では，告訴専門官会議等の各種会議の開催，都道府県警察

に対する告訴・告発に係る業務指導等を実施している。また，都道府県警察においても，告

訴・告発事件取扱要領等の改正や告訴・告発事件捜査強化月間等を実施するなどの取組みを

行っている。

これらの取組みの結果，１２年の処理件数は２，７１３件で，前年に比べ２８５件（１１．７％）増加し

た。しかし，１２年末現在の未処理件数が３，７１５件で，前年同期に比べ７４０件（２４．９％）増加し

ていることから，体制の強化を図るなどし，告訴・告発事件捜査に対する取組みの一層の強

化を図ることとしている（表３－３，表３－４，表３－５）。

表３－４ 告訴・告発の処理状況（平成１２年）

表３－３ 告訴・告発の取扱い状況（平成８～１２年）

表３－５ 告訴・告発の未処理状況（平成１２年）

年次
区分 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年

受 理 件 数 ２，３３７ ２，３３４ ２，４７８ ２，３７２ ３，４４９

処 理 件 数 ２，５３８ ２，５６３ ２，５５４ ２，４２８ ２，７１３

未処理件数 ３，３４２ ３，１１４ ３，０１５ ２，９７５ ３，７１５

状況
区分 処理件数（件） 比率（％）

受理後１年未満 １，７７２ ６５．３

受理後１年以上 ９４１ ３４．７

合 計 ２，７１３ １００．０

状況
区分 未処理件数（件）比率（％）

受理後１年未満 １，９３６ ５２．１

受理後１年以上 １，７７９ ４７．９

合 計 ３，７１５ １００．０
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（７） カード犯罪

平成１２年のカード犯罪（注）の認知件数は６，９７０件，検挙件数は４，５１４件，検挙人員は１，８０３

人となっている。検挙したカード犯罪に係るカードの取得原因を見ると，窃取・拾得したカ

ードを使用したものが３，２９８件（検挙件数の７３．１％），偽造したカードを使用したものが６６０

件（同１４．６％），他人名義で不正取得したカードを使用したものなどその他のものが５５６件（同

１２．３％）となっている。検挙したカード犯罪に使用された偽造カードはすべてクレジットカ

ードで，来日外国人による事案が目立っている。また，偽造クレジットカードは，真正なカ

ードの電磁的記録の情報を磁気情報読取装置を用いて取得し（スキミングと呼ばれる。），偽

造されたものが目立っている。

（注） クレジットカード，キャッシュカード又は消費者金融カードを悪用した犯罪をいう。

［事例］ マレーシア人らを主犯とするクレジットカード偽造組織は，組織のメンバーの知

人である日本人にクレジットカードのスキミングを持ち掛け，同人をガソリンスタンド

にアルバイト店員として送り込み，同人にあらかじめ渡しておいた携帯型磁気情報読取

装置を用いて客が提示するクレジットカードの電磁的記録をスキミングさせ，それを用

いて偽造クレジットカードを作成し，同偽造カードを組織のメンバーの日本人らに使用

させて約３億円相当の商品をだまし取っていた。１２年３月，マレーシア人の男（３３）及

び日本人のアルバイト店員（２６）ら６人を私電磁的記録不正作出罪等で検挙した（警視

庁）。

図３－１３ カード犯罪の認知・検挙状況（平成３～１２年）
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1,675

7

3,644

3,232

1,464

6

3,580

3,282

1,412

5

3,581

3,123

1,344

4

3,505

2,624

1,288

3

3,176

2,224

1,116

年次�区分�

認知件数� 検挙件数� 検挙人員�

なお，クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードに対する不正行為に的確

に対応するため，支払用カードを構成する電磁的記録等の不正作出，所持，これらの電磁的

記録の情報の不正取得等の行為を処罰する改正刑法が１３年６月に成立し，７月２４日に施行さ

れた（図３－１３）。

（８） 女性に対する暴力

ア 強姦・強制わいせつ

平成１２年の強姦の認知件数は２，２６０件で，前年に比べ４０３件（２１．７％）増加している。また，

強制わいせつの認知件数は７，４１２件で，前年に比べ２，０６６件（３８．６％）増加している。

図３－１４ 強姦の認知・検挙状況（平成３～１２年）

図３－１５ 強制わいせつの認知・検挙状況（平成３～１２年）
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一方，１２年の強姦の検挙件数は１，５４０件，検挙人員は１，４８６人で，前年に比べ１７１件

（１２．５％），９４人（６．８％）増加している。また，１２年の強制わいせつの検挙件数は３，６０２件，

検挙人員は２，２８６人で，前年に比べ２１４件（６．３％），３６０人（１８．７％）増加している（図３－

１４，図３－１５）。

警察では，性犯罪の被害者がしゅう恥心等から警察に対する被害申告をしゅん巡する傾向

が強いことを踏まえ，性犯罪捜査指導官及び性犯罪捜査指導係等の設置，女性の警察官によ

る事情聴取の拡大等の施策を推進している。

イ 夫から妻への暴力

１２年中の夫から妻（内縁関係にある場合を含む。）への暴力（殺人，傷害又は暴行）の検

挙件数は１，０９６件で，前年に比べ５８０件（１１２．４％）大幅に増加している（表３－６）。

警察では，夫婦間の事案という事情に配慮しつつ，事件化を含めて厳正かつ適切な対応に

努めている。また，各都道府県警察の相談窓口の利便性を向上させたり，夫とは別の部屋で

被害者からの事情聴取を行うなどし，被害者が相談・申告しやすい環境の整備を図ってい

る。

なお，１２年４月には，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が成立した

（第２章第１節３（２）ウ参照）。

（９） 犯罪による被害者の状況

ア 生命，身体の被害

平成１２年に認知した刑法犯により死亡し，又は負傷した者の数はそれぞれ１，３４５人（前年

比１１人（０．８％）増），３万９，５５２人（前年比１万１，９１３人（４３．１％）増）である（表３－７）。

イ 財産犯による被害

１２年に認知した財産犯（強盗，恐喝，窃盗，詐欺，横領，占有離脱物横領をいう。）によ

る財産被害の総額は約３，５４４億円（前年比約７３７億円（２６．３％）増）であり，このうち，現金

の被害は約９２８億円（前年比約１１８億円（１４．６％）増）である（表３－８）。

表３－６ 夫から妻への暴力（殺人，傷害及び暴行）の検挙件数の推移
（平成３～１２年）

年次
区分 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

殺人（件） ８５ ７４ ７５ １０２ １０１ １１２ １０１ １２９ １０５ １３４

傷 害 ２４３ ２７４ ２３１ ２５５ ２３９ ３０９ ３４０ ２７３ ３７５ ８３８

暴 行 ３５ ２９ ２３ ３３ ２５ ４３ ３１ ３３ ３６ １２４

合 計 ３６３ ３７７ ３２９ ３９０ ３６５ ４６４ ４７２ ４３５ ５１６ １，０９６
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３ 捜査力の充実強化のための施策

近年の情報通信システムの高度化，交通手段の発達，外国人入国者数の増加等の社会情勢

の変化を背景に，犯罪も多様化の度合いを強めている。加えて，広域化，スピード化，国際

化等犯罪の質的な変化も著しい。

また，都市化の影響等を背景に，聞き込み捜査等の「人からの捜査」が一層困難になると

ともに，大量生産，大量流通の著しい進展により，遺留品等，事件と関係ある物から被疑者

を割り出す「物からの捜査」も難しくなるなど，捜査活動を取り巻く環境も厳しさを増して

いる。

一方，警察は，直接被害者と接し，その捜査を行う最も被害者に身近な立場にあり，その

表３－７ 刑法犯による死者数，負傷者数の推移（平成８～１２年）

表３－８ 財産犯による財産の被害額の推移（平成８～１２年）

年次

死者・
罪種 負傷者
別

８ ９ １０ １１ １２

死 者 負傷者 死 者 負傷者 死 者 負傷者 死 者 負傷者 死 者 負傷者

総 数（人）１，２４９２３，８３０１，２８０２５，６８９１，３５０２６，５７８１，３３４２７，６３９１，３４５３９，５５２

殺 人 ６５２ ６４６ ７１０ ６５２ ７７５ ８００ ７３６ ６５０ ６７８ ７８７

強 盗 ３４１，２３１ ２９１，５２４ ５９１，６２３ ５０２，１６７ ６２２，５８１

放 火 ３２ ５４ ２６ ３８ ３４ ５８ ３８ ５４ ３１ ４０

傷害，同致死 １８１２０，２８１ １８０２１，８２６ １８８２２，０６９ ２０１２２，７１０ １８１３３，５７８

過失致死傷 １５ ３３ １７ ３０ １２ ３８ ２０ ４５ ２３ ８８
業務上等過失
致 死 傷 ３０８ ３８９ ２９９ ２８１ ２６６ ５１０ ２５０ ２４０ ３２２ ３５０

失 火 １８ ４ ９ １８ ７ ７ １０ ８ １９ １５

そ の 他 ９１，１９２ １０１，３２０ ９１，４７３ ２９１，７６５ ２９２，１１３

年次

罪種別
８
総額

９
総額

１０
総額

１１
総額

１２
総額うち

現金
うち
現金

うち
現金

うち
現金

うち
現金

総額（百万円）２４１，３９３ ８４，５３５２６５，９４１１０４，０３１２６５，１８５１０２，００３２８０，６８４ ８１，０２４３５４，３８８ ９２，８１２

強 盗 ２，３４１ １，７５３ ２，３５７ ２，００６ ２，９９２ １，８８５ ２，８１２ １，４０４ ２，２６３ １，２６３

恐 喝 ２，５３８ １，７７６ １，９７１ １，２８６ １，９４１ １，３３１ １，７４９ １，２８０ ２，７６４ １，７７８

窃 盗 １７４，１２４ ４１，３３６１７６，２４１ ４５，５９８１８７，０７４ ４４，６６４２２９，３１６ ４９，３１９３０６，３５９ ５８，８２４

詐 欺 ４７，８２２ ３１，０８９ ６２，４８４ ３９，６３２ ６２，４６０ ４６，８５９ ２９，９２８ ２１，５１０ ３２，２５５ ２２，６９３

横 領 １３，９９７ ８，５４９ ２２，３３８ １５，４８８ １０，１１８ ７，２４２ １６，２２９ ７，４９４ １０，１９４ ８，１８３

占有離脱物横領 ５７１ ３２ ５５１ ２０ ５９９ ２２ ６５０ １８ ５５２ ７１

注： 単位未満は四捨五入してあるので，罪種別の数字の合計は必ずしも総額に一致しな
い。
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期待にこたえるため，被害者からの相談，被害届，告訴・告発といった被害者からの声に真

しに耳を傾けなければならない。

このため，警察では，業務管理の徹底，捜査体制の整備，科学捜査力の強化等の各種施策

を推進し，国民の期待にこたえる捜査を遂行していくこととしている。

（１） 業務管理の徹底

警察では，被害者からの相談や被害申告に適切に対応し，事件を迅速，確実に解決するた

め，事件等の受理やその後の捜査について組織的な業務管理を強化している。

また，平成１２年中に，不適切な告訴処理事案，捜査情報の漏えい事案，証拠品の紛失事案

等が発生したため，４月，「巡回業務指導要綱」を制定し，警察庁職員を各都道府県警察に

派遣して，業務管理が適正になされているかについて指導を行っている。

（２） 捜査体制の整備

警察では，犯罪情勢の変化に伴い，各種事案に的確に対応できる体制の整備に努めるとと

もに，警察組織が全体として最大限効率的に機能するよう，人員の弾力的な運用を行ってい

る。例えば，多発するひったくりに対処するため，事件の発生実態に応じ，関係部門からな

るプロジェクトチームを編成するなど，警察の組織力を結集した体制の確立に努めている。

事務の合理化を推進するとともに，捜査支援システムを充実させ，関係情報を効率的に管

理することとしている。

（３） 捜査官の育成

警察官は，常に捜査関係法令の研究及び捜査に関する知識・技能の修得に努め，捜査手法

の工夫改善を行う必要がある。警察では，各階級の警察官に対して，採用，昇任等の機会に，

それぞれの階級に応じた教育訓練を実施している。

また，捜査に必要な各種技能を確実に修得するためには，警察学校において知識，理論及

び技能についての教育を図る一方で，実務を通じてその技能を実戦的に体得させることが有

効であることから，平素の業務を通じて，日常的，計画的な指導を行うとともに，各種の捜

査技能について，個別の研修を行っている。さらに，現実に発生した重要事件を素材として，

その教訓や捜査手法等を共有できる研修を実施し（刑事実戦塾），同種の捜査を担当する捜

査員がその経験を今後の捜査に活用することができるようにしている。

このほか，財務解析，国際犯罪捜査，ハイテク犯罪捜査等の分野においては，公認会計士

や語学能力，情報処理技術に卓越した者等の専門知識等を有する者の中途採用を推進してい

る。

（４） 広域捜査力の強化

広域重要犯罪の発生時には，指揮系統を一元化し，関係都道府県警察が一体となって捜査

を行う「合同捜査」や，指揮系統の一元化までは行わないが，捜査事項の分担やその他捜査

第３章 犯罪情勢と捜査活動
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方針の調整を図りつつ捜査を行う「共同捜査」を積極的に推進している。

また，平成６年には警察法の一部が改正され，犯罪の広域化に効果的に対応するため，複

数の都道府県警察との共同事案処理のための指揮の一元化に関する規定，都道府県警察管轄

区域の境界周辺における権限行使に関する規定等の整備が行われた。さらに，８年の警察法

の一部改正により，地下鉄サリン事件を始めとするオウム真理教関連事件のような広域組織

犯罪等を処理するため，都道府県警察はその固有の判断と責任の下に管轄区域外においてそ

の権限を行使することができるようになり，また，警察庁長官が都道府県警察の役割分担等

について指示を行うことにより，広域組織犯罪等に対処するための態勢を迅速かつ的確に整

備することが可能となった。

なお，一の都道府県警察では捜査に必要な知識を有する捜査員を確保することが困難な場

合は，他の都道府県警察からの応援派遣が有効であることから，都道府県公安委員会が相互

に協定を結び，一定の事案の捜査に必要な知識，技能及び経験を有する捜査員を専門捜査員

として派遣する制度（専門捜査員制度）を確立し，その円滑な実施を推進している。

（５） 科学捜査力の強化

ア 捜査支援システムの活用

（ア） 自動車ナンバー自動読取システム

自動車利用犯罪や自動車盗の捜査のために自動車検問を実施する場合，実際に検問が開始

されるまでに時間を要すること，徹底した検問を行えば交通渋滞を引き起こすおそれがある

ことなどの問題がある。警察庁では，これらの問題を解決するために，走行中の自動車のナ

ンバーを自動的に読み取り，手配車両のナンバーと照合する自動車ナンバー自動読取システ

ムを開発し，整備を進めている。

その結果，多くの自動車盗事件を解決しているほか，殺人，強盗等の凶悪犯罪等の重要犯

罪の解決に多大な効果を挙げている。

（イ） 指紋自動識別システム

指紋自動識別システムは，コンピュータによるパターン認識の技術を応用したシステムで

あり，犯罪現場に遺留された指紋から犯人を特定する遺留指紋照合業務や，逮捕した被疑者

の身元と余罪の確認業務等に活用している。さらに，平成９年度から，指紋を光学的に短時

間で採取できるライブスキャナの各警察署への設置，優れた画像鮮明化機能等を備えた遺留

指紋照会端末装置の各警察本部への設置をそれぞれ進めるとともに，これらと警察庁の指紋

情報管理システム等を通信回線で結ぶことにより，各種指紋業務を効率的に実施している。

（ウ） 掌紋自動識別システム

犯人を特定する手がかりとして現場に遺留されるものの中には，掌紋がある。掌紋は，指

紋と同様に万人不同・終生不変であるため，個人識別資料として極めて有効である。警察庁
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では，現場に遺留された掌紋を有効かつ効率的に活用するため，掌紋自動識別システムの１３

年度中の運用の開始に向け，準備を進めている。このシステムの運用を開始し，指紋自動識

別システムと併用すれば，より効果的に現場から採取した指掌紋が活用され，犯人の特定等

に資することが期待される。

イ 鑑識活動の強化

（ア） 鑑識活動の強化

警察では，科学技術の発達に即応した鑑識資機材の開発・整備を進めるとともに，機動鑑

識隊（班）や現場科学検査班等を設置，運用し，現場鑑識活動の強化に努めている。

また，警察庁の鑑識資料センターでは，収集した各種資料の分析結果等をデータベース化

し，都道府県警察が採取した微量・微細な資料と比較照合することによって，資料の性質を

解明し，製造業者等を迅速に割り出すなど犯罪捜査に役立てている。

（イ） 鑑定の高度化

警察では，的確な鑑定を行うため，鑑定の高度化に努めている。例えば，ＤＮＡ型鑑定を

導入し，その個人識別能力を活用して，被害者の特定や，現場に残された血液，精液等によ

る犯人の特定を行うなどしている。ＤＮＡ型鑑定は，ヒトの身体組織の細胞内に存在するＤ

ＮＡの塩基配列の多型性に着目し，これを分析することによって個人識別を行う鑑定方法で

ある。元年度に科学警察研究所が，４年度から順次各都道府県警察の科学捜査研究所が導入

を進め，現在，各都道府県警察では，４種類の鑑定法を実施している。型分類が豊富で個人

識別能力に優れるＤＮＡ型鑑定は，ＡＢＯ式血液型鑑定と併せて実施することにより，同一

の型が現れる割合は最も出現頻度が高いものでもおよそ日本人数万人に１人となる。

（ウ） 鑑定技術職員の育成

的確な鑑定を行うためには，鑑定技術職員の知識，技能の修得，向上を図っていかなけれ

ばならない。

各都道府県警察では，鑑定技術職員の計画的な育成に努めている。また，科学警察研究所

の法科学研修所では，警察鑑定技術の高度化，標準化を図るため，都道府県警察の鑑定技術

職員に対する法医学，化学，工学，指紋，写真，足こん跡等各専門分野の研修を実施してい

る。

ウ 科学捜査のための各種研究

多様化する犯罪に対処するために，警察では，法医学，血清学，工学，化学等の分野にお

いて，新しい鑑定法や検査法の研究開発を行っている。また，更なる知識，技能の向上を図

ることを目的に，大学，民間企業，諸外国の研究機関等において職員の研修を実施するとと

もに，職員を各種学会へ参加させるなどし，鑑識科学分野における先端技術の導入を推進し

ている（第９章第３節８参照）。

第３章 犯罪情勢と捜査活動
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４ 国民の協力確保のための取組み

犯人検挙・事件解決のためには，犯罪捜査に対する国民の理解と協力が不可欠である。し

かし，犯罪捜査に対する国民の意識は変化し，国民の理解と協力を得ることが，従前と比べ

困難となりつつある。警察では，各種広報媒体を積極的に活用し，事件発生時の速やかな通

報，聞き込み捜査に対する協力，事件に関する情報の提供等を広く国民に呼び掛けているほ

か，必要に応じ，公開捜査（注）を行っている。また，ホームページを設け，事件に関する

情報提供を電子メールにより受け付けることや，携帯電話サービスを利用して情報提供を呼

び掛けることなどを行っている。警察では，今後とも，犯罪捜査に対する国民の理解と協力

を得るための取組みを強化していくこととしている。

（注） 公開捜査とは，被疑者の発見，検挙や，犯罪の再発防止を目的に，その氏名等を広く一般に公表し，積極的に国

民の協力を求めるものであり，凶悪犯罪等の被疑者について，その追跡捜査の状況，再犯の可能性，捜査上の支障

等を検討して実施される。

指名手配被疑者の情報提供を求める携帯電話サービスの画面

URL

EZ Web対応機種（KDDI） http : //www. npa. go. jp/wanted/kt/ez/index. hdml

J‐スカイ対応機種（J‐PHONE） http : //www. npa. go. jp/wanted/kt/j/index. htm

iモード対応機種（NTT DoCoMo） http : //www. npa. go. jp/wanted/kt/i/index. htm
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